
令和 8 年 1 月 1 日

【お申込みの前に】

第１希望 令和 8 年 2 月 12 日（ 金 ） 10:00 ～ 11:30

第２希望 令和 8 年 2 月 15 日（ 月 ） 13:30 ～ 15:00

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 　

人　　数 合　計 人 （ 議員 9 人、職員 1 人）
参加者に正副
議長を含む

所　属

職　名

（フリガナ）

氏　名

①

②

無 有 ※有の場合 施行

無 有 ※有の場合 議会報告として開催 意見交換会も実施

借上・公用バス 大型 中型以下

乗用車 台）

未定

前日 当日 調整中

令和 8 年 2 月 11 日を予定

未定 無 有（ ）

希望する 未定 希望しない

視察資料
※原則として印刷・配布を行っておりませんので、必要に応じて下記ウェブページより印刷いただくか、タブレット等にダウ
ンロードをお願いいたします。
https://www.city.aizuwakamatsu.fukushima.jp/docs/2012092500014/

※原則として会津若松市内の宿泊が視察受入の条件となります。

市内飲食予定
●●食堂

※可能なかぎり、市内飲食店のご利用をお願いいたします。

鶴ケ城見学 ※鶴ケ城公園内の天守閣および茶室麟閣の無料見学を手配いたします。開城時間は8:30～17:00
（入城締め切りは16:30）、なお職員の同行や送迎は出来かねますのでご了承ください。

②議会報告会の開催

交通手段

公共交通機関（電車、高速バス、路線バス、タクシー）

（台数

視察内容

視察
項目

市民参加型政策サイクル、委員間討議の手法について

お申込の
理由

※必須

※貴団体で課題に感じておられる部分（現状）、また本市の取組のどの部分を特に参考にされたいと思われ
たか等、可能な限り詳細に記載をお願いいたします。

①本市でも意見交換会を実施しており、市民意見を基にした議会からの政策提言に取り組ん
でいる。そこで会津若松市議会の市民意見をまとめる手法や制度を運用する上で気を付けて
いる点などをお聞きし、本市の議会運営の参考としたい。また、本市議会でも委員間討議の規
定はあるが、実施した例がなく、会津若松市議会ではどのように実施しているか、手法を参考
にしたい。

※議会改革関係ご視察の場合、以下にもご回答くださいますようお願いいたします。

①議会基本条例の制定 平成22年６月

宿泊・食事等

市内宿泊

宿泊予定日

宿泊先
（施設名）

●●●ホテル

団体名
（委員会・会派等）

（フリガナ） コウホウコウチョウイインカイ

広報広聴委員会

10

担当者・連絡先

議会事務局 電　話 0242-39-1323

主査 FAX 0242-39-1470

ワカマツ　タロウ

E-mail gikai@city.aizuwakamatsu.lg.jp
若松　太郎

自治体名
（フリガナ） △△ケン　○○シ

△△県　○○市

会津若松市議会　視察申込書
連絡・問い合わせ先： 会津若松市議会事務局

電話：0242-39-1323（直通）　　ＦＡＸ：0242-39-1470

E-mail：gikai@city.aizuwakamatsu.lg.jp
　　　　　　gikai@tw.city.aizuwakamatsu.fukushima.jp

※ＦＡＸ（FAX送信票不要）、メール送信後は申込書到着確認の
　 ため、ご連絡をお願いします。

申し込み（送信）日

会津若松市議会では、行政視察の受け入れに際し、地域経済の活性化のため、原則として「会津若松市内で
の宿泊」を視察受け入れの条件としております。また、視察のお申込みは、視察希望日の１か月前までに申込
書を送付いただきますようお願いします。

視察希望日時

日時に関する要望等 12日は終日可能です。時間も多少前後しても構いません。

記入例

mailto:gikai@city.aizuwakamatsu.lg.jp
mailto:gikai@city.aizuwakamatsu.lg.jp
mailto:gikai@city.aizuwakamatsu.lg.jp
mailto:gikai@city.aizuwakamatsu.lg.jp
mailto:gikai@city.aizuwakamatsu.lg.jp
mailto:gikai@city.aizuwakamatsu.lg.jp
mailto:gikai@city.aizuwakamatsu.lg.jp
mailto:gikai@city.aizuwakamatsu.lg.jp

